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⒉ 正味財産増減計算書

　経常収益計は18 億 7,429万3千円となり、前年度に比べ1億 8,992万2 千円増加となった。うち一般会計
の大半を占める「受取会費」は14億2,753万7千円で前年度に比べ1,773万4千円増収、「紛争解決手続収益」
は 5,634万9 千円となった。
　特別会計については、「試験受験料収益」は1億 137 万 1千円、令和 3 年度が 3 年に一度の主任者登録更
新のピークの年であったため、「登録手数料収益」は4,536万9 千円で前年度に比べ2,739万2千円増収、「講
習受講料収益」は 2 億 1,319万 7千円で1億4,464万 1千円増収となった。
　経常費用は、事業費は13 億 1,557 万2 千円で、前年度に比べ 6,591万円の増加となった。この主な要因も
3 年ごとのピーク年度であった登録講習特別会計と主任者登録特別会計での増加によるもので、「委託費」
が登録講習運営等のため2,038万3 千円、「諸謝金」は研修講師等で 609万 7千円それぞれ増加した他、同
様の事情で「会場費」、「通信運搬費」、「支払手数料」も増加となった。
　管理費については、4 億 811万 5 千円で、前年度に比べ1,209万 1千円減少となった。この主な要因は、管
理部門の「給料手当」、「退職給付費用」が減少した一方、「租税公課」で登録講習受講料収入の大幅増収に
対応する消費税が増加したことなどによるものである。
　経常費用計は、17億 2,368万 7千円となり、前年度に比べ 5,381万9 千円増加となった。
　この結果、当期経常増減額は1億5,060万6千円のプラス、うち一般会計については9,058万1千円のプラス
となった。
　「法人税・住民税および事業税」を差引後、「当期一般正味財産増減額」は1億4,711万 7千円のプラス、 

「基金」については加入金繰入により880万円のプラスとなり、正味財産期末残高は 36 億 3,828万3千円で、
前年度に比べ1億 5,591万 7千円の増加となった。
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①正味財産増減計算書（令和 3 年 4月1日から令和 4 年 3月31日まで）	 （単位：千円）
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⒊ 財務諸表に対する注記

⑴重要な会計方針
「公益法人会計基準」（平成 20 年 4月11日,平成 21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用 
している。

①棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産については最終仕入原価法による。

②固定資産の減価償却の方法
　定額法による減価償却を実施している。

③引当金の計上基準
　退職給付引当金 .................  職員に対する引当金のほかに、常勤役員等に対する退職慰労引当金を含み、 
　　　　　　　　　　　　 それぞれの計上基準は、退職金規程及び常勤役員等退職慰労金規則に 
                               基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

④リース取引の処理方法
　所有権移転外ファイナンスリースについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

⑤消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

⑵特定資産の増減額及びその残高
　特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。	 （単位：千円）

（注 1）	 �長期活動目的特定資産については、旧各協会等からの寄付のうち、将来の活動のために留保しておく資産である。
（注 2）	 退職給付引当資産については、将来の退職給付のために留保した資産である。

⑶特定資産の財源等の内訳
　特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。	 （単位：千円）
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⑷固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。	（単位：千円）

⑸未収会費・加入金の内訳	 （単位：千円）

未収会費

令和3年度上期以前 126

令和3年度下期 486

合計 612

※退会・除名・廃業・不更新・取消業者に係る未収会費・加入金は含まない。

⑹基金の増減額及びその残高
　基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。	 （単位：千円）

（注）基金については、会員の加入金であり、定款第 66 条の定め及び経理規則第 31条に基づき、基金として受け入れている。

⒋ 附属明細書

⑴基金及び特定資産の明細
　財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

⑵引当金の明細	 （単位：千円）
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⒌ 財産目録

財産目録（令和 4 年 3月31日現在）	 （単位：千円）
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⒍ 収支計算書（参考）

①収支計算書（令和 3 年 4月1日から令和 4 年 3月31日まで）	 （単位：千円）
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②収支計算書内訳表（令和 3 年 4月1日から令和 4 年 3月31日まで）	 （単位：千円）
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	 （単位：千円）
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⒎ 収支計算書に対する注記

⑴資金の範囲
　資金の範囲には、現金、普通預金、未収会費・加入金、未収金、前払費用、前払金、仮払金、貯蔵品、 
棚卸商品、未払金、仮受金、前受金、前受会費、源泉所得税預り金、社会保険料等預り金、未払消費税等、 
未払法人税等を含めている。
　なお、前期末及び当期末残高は、下記⑵に記載するとおりである。

⑵次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳	 （単位：千円）

（注 1）	 未払金期末残高には、未払賞与相当額（前期 61百万円、当期 61百万円）が含まれる。


